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令 和 ３ 年 １ 月 ２ ７ 日

各 医療機関の長 様

旭川市保健所長 鈴 木 直 己

（保健所新型コロナウイルス対策担当）

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針（第３版）」

及び抗原定性検査の実施方法について

日頃から本市の保健衛生行政の推進につきまして，格別の御協力をいただき厚くお礼申し上

げます。

さて，標記の件につきまして，令和３年１月２２日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感

染症対策推進本部から事務連絡がありました。

つきましては，次の内容について御了知くださいますよう，よろしくお願いいたします。

１ 概要

令和３年１月２２日，抗原定性検査の実施方法や，インフルエンザ等他の疾患との鑑

別を要する場合の考え方等について更新した「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病

原体検査の指針（第３版）」が作成されました。

これに伴い，有症状者に対する抗原定性検査については，発症初日から確定診断とし

て実施することが可能となりました。

なお，当該指針については，旭川市のホームページにて掲載いたします。

２ 関係通知掲載URL：

旭川市ホームページ上の，「ホーム> 事業者向け> 健康・福祉・子育て> 医療機関・薬局

等> お知らせ> 感染症に関する通知 令和２年度」に掲載


